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下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について 

 

 このことについて、平成２３年１２月５日に国土交通省近畿地方建設局から、周知徹底

を図るよう要請がありました。 
 厳しい社会情勢が続く中で、中小建設業者が多数を占める下請業者の経営の安定・健全

性を確保するためには、前払い金の適切な活用や下請代金の適正な支払が欠かせない状況

にあります。 
 和歌山市におきましても、監督職員に対する指導を行っていますが、元請各社におかれ

ましても、改めて周知徹底を図られるとともに、１次下請以降の全ての再下請契約及び変

更契約に伴う適切な契約事務の処置等につきましても、適切な指導・監督に努められます

ようお願いします。 
 なお、参考資料としまして、国土交通省発出済みの建設業者団体の長あての通知資料を

添付します。 






















